
 

 

検討部会の進め方について（案） 

 

 
杜の都環境プラン 地球温暖化対策推進計画 

条例の施行に向けた 

取り組み 

令

和

元

年

度 

   

令

和

２

年

度 

   

 

第１回検討部会（１月９日） 
・事業者温室効果ガス削減指針等 

・現計画における取り組みの評価等 

令和２年度第１回環境審議会（７-８月頃） 

中間案の審議 

 

令和２年度第２回環境審議会（12月頃） 

答申案の審議 

 

答申 

第４回検討部会（11月頃） 
・パブコメの結果と対応方針 

・答申案 

条例の制定（10月 23日） 

第３回検討部会（６月頃） 
・中間案（素案） 

条例の施行（４月１日） 
（アクションプログラムの 

運用を開始） 

第２回検討部会（３月頃） 
・削減目標と施策体系について 

第６回検討部会（６月頃） 
・中間案（素案） 

第７回検討部会（11月頃） 
・パブコメの結果と対応方針 

・答申案 

パブリックコメント（９月頃） 

答申 

事業者説明会 

（５月～６月） 

令和元年度第２回環境審議会（７月８日） 

諮 問 

 

職員が事業所を訪問 

助言・支援 

（通年） 

第１回検討部会（８月７日） 
・本市における取り組みの評価及び 

今後の方向性 

・市民参画の取り組みについて 

第２回検討部会（９月 19日） 
・環境都市像と施策体系等について 

第３回検討部会（11月８日） 
・環境都市像と施策体系等について 

・重点的な取り組みのｲﾒｰｼﾞについて 

第５回検討部会（３月頃） 
・骨子案 

削減指針等の策定・公表 
（３月頃） 

令和元年度第３回環境審議会（２月上旬頃） 

・検討部会における検討状況について（環境プラン） 

・事業者温室効果ガス削減指針等について 

 

第４回検討部会（１月 20日） 
・検討状況のとりまとめ 

（環境審議会報告案） 

 

資料 1 

関係団体への周知、事業者
説明会（３月頃～） 


